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放課後等デイサービスにおける報酬区分の導入に係る対応について 

 

平素より、札幌市の障がい福祉行政に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、平成 30 年度の報酬改定により、放課後等デイサービスについて、「利用者の状

態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を設定する」旨の取扱いが示され、指標に該当

する障がい児の割合に基づき、基本報酬が決まることとなりました。 

当該取扱いの導入に伴い、市町村は、各利用者に対して国が示す指標に基づき、該当・

非該当の判定を行う必要がありますが、支給決定期間が更新されるまでの間に限り、指

標の判定に準ずる状態として市町村が認めることも可能とする予定である旨も示された

ところです。 

つきましては、本件について、下記のとおり取扱うことといたしましたので、通知い

たします。関係職員にご周知くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 取扱い 

  放課後等デイサービスの支給決定有効期間始期が平成 30 年４月１日以前である者

については、原則、国が示す指標に基づく判定は行わず、本市が定める対象者要件を

満たす場合、平成 30 年３月末までに行われた支給決定の有効期間内に限り、指標の判

定に準ずる状態として認め、通所支援受給者証に「区分１」と記載する。 

 

２ 留意事項 

⑴ 「区分１」の対象となる方には、平成 30 年３月 19 日（月）までに新たな通所支



援受給者証を送付いたしますので、随時保護者へ新たな通所支援受給者証の交付有

無及び「区分１」の記載有無の確認をお願いいたします。 

  ※ 対象外の方には、新たな通所支援受給者証は交付されません 

⑵ 本市が定める対象者要件を満たさないものの、国が示す指標に該当する者につい

ては、事業所からの申出等により確認を行うことを検討中であるため、詳細が決ま

り次第、別途通知いたします。 

⑶ 平成 30 年４月以降に支給決定を行う者の取扱いは、報酬告示などが示されたのち

に、別途通知いたします。 

⑷ 現時点で示されている情報に基づく対応であるため、今後示される内容により、

対応を変更する場合があります。 

  

３ 添付資料 

 ⑴ 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抜粋）   ・・・  別添１ 

 ⑵ 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後等 

デイサービスの報酬区分の導入について  ・・・・・・・・・・・・  別添２ 

 ⑶ 通所支援受給者証記載例  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  別添３ 
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